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特典
❷

特典
❶

問
い
合
わ
せ　
市
民
課

　
　
　
　
　
　
☎（
55
）2
9
7
7

　
　
　

　
　

　

5（
53
）3
0
6
4

【 

市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
】
く
ら
し
と
市
政
↓
く
ら
し
・

手
続
↓
登
録
・
証
明
↓
通
知
カ
ー
ド
・
個
人
番
号

カ
ー
ド
↓
マ
イ
ナ
ン

　
バ
ー
カ
ー
ド
（
個
人

　
番
号
カ
ー
ド
）
の
申

　
請
方
法
に
つ
い
て

【
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
内
容
】

実
施
期
間
／
11
月
6
日
〜
12
月
8
日
（
土
・

　

日
曜
日
、
祝
休
日
は
除
く
）

受
付
時
間
／
9
〜
16
時

対
象
／
富
士
市
に
住
民
登
録
が
あ
り
、
マ
イ

　

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
新
規
で
申
請
す
る
人

持
ち
物
／
本
人
確
認
書
類
（
下
段
参
照
）

申
請
方
法
／
直
接
、市
民
課（
市
役
所
2
階
）へ

※
申
請
受
付
後
、
1
か
月
ほ
ど
で
「
マ
イ
ナ

　

ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
通
知
書
（
ピ
ン
ク
色

　

の
封
筒
）」が
自
宅
に
届
き
ま
す
（
下
記
特

　
典
❷
の
人
は
除
く
）。
封
筒
が
届
い
た
ら
、

　

受
け
取
り
日
時
を
電
話
予
約
し
、
予
約
日

　

に
市
民
課
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
特
典

〜
い
つ
も
よ
り
、
こ
こ
が
お
得
！
〜

　
　

 

顔
写
真
を
無
料
で
撮
影
し
ま
す

　

カ
ー
ド
を
申
請
す
る
場
合
、
通
常
は
顔
写

真
を
申
請
者
が
用
意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す

が
、
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
期
間
中
は
、
市
職
員
が

無
料
で
撮
影
し
ま
す
。

  

注
意

・
顔
写
真
を
撮
影
し
ま
す
の
で
、
申
請
す
る

本
人
が
お
越
し
く
だ
さ
い
。

・
15
歳
未
満
の
人
ま
た
は
成
年
被
後
見
人

は
、
必
ず
法
定
代
理
人
（
15
歳
未
満
の
場

合
は
親
権
者
）
が
同
伴
の
上
、
お
越
し
く

だ
さ
い
。

・
各
地
区
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
で
も
マ
イ

　

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
が
で
き
ま
す
が
、

　

そ
の
場
合
、顔
写
真
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
メ
リ
ッ
ト

・
公
的
な
身
分
証
明
書
に
な
り
ま
す

・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
各
種
証
明

　
書
が
取
得
で
き
ま
す

・
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
が
利
用
で
き
ま
す

　
（
政
府
が
運
営
す
る
サ
ー
ビ
ス
で
、
子

　
育
て
に
関
す
る
行
政
手
続
が
オ
ン
ラ
イ

　
ン
で
で
き
た
り
、
市
か
ら
の
お
知
ら
せ

　
が
届
い
た
り
し
ま
す
）

　
　

 

カ
ー
ド
を
自
宅
で
受
け
取
れ
ま
す

　

カ
ー
ド
を
受
け
取
る
場
合
、
通
常
は
受
け

取
り
日
時
を
予
約
し
て
市
民
課
窓
口
で
お
渡

し
し
て
い
ま
す
が
、
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
期
間
中

は
、
カ
ー
ド
を
自
宅
へ
郵
送
（
無
料
）
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

郵
便
で
の
受
け
取
り
を
希
望
す
る
場
合
、

申
請
時
に
次
の
必
要
書
類
を
お
持
ち
く
だ
さ

い
。

必
要
書
類
／

❶
通
知
カ
ー
ド
（
紛
失
し
た
人
は
当
日
職
員

　

に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
）

❷
本
人
確
認
書
類
（
下
段
参
照
）

❸
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド（
持
っ
て
い
る
人
）

  

注
意

・
必
要
書
類
が
そ
ろ
っ
て
い
る
人
は
、
本
人

　

限
定
受
取
郵
便
（
特
例
型
）
で
カ
ー
ド
を

　

自
宅
へ
お
送
り
し
ま
す
（
約
1
か
月
後
）。

・
必
要
書
類
が
そ
ろ
わ
な
い
場
合
は
、
後
日
、

　

市
民
課
窓
口
で
の
受
け
取
り
に
な
り
ま
す
。

マイナンバーカード
スマイル申請キャンペーン開催！

　キャンペーン開催中は、マイナンバーカードの申請に必要な顔写真
を市民課職員が無料で撮影します。また、カードの申請に必要な書類
がそろっていれば、自宅で受け取ることもできます！
　カードをまだお持ちでない人は、この機会にぜひ申請してください。

A書類

運転免許証、運転経歴証明書（平成24
年4月1日以降交付のもの）、旅券（パ
スポート）、住民基本台帳カード（顔
写真つき）、身体障害者手帳、精神
障害者保健福祉手帳（顔写真つき）、
在留カード、特別永住者証明書など

B書類

健康保険証、介護保険証、各種年金
証書、高齢受給者証、後期高齢者医
療被保険者証、こども医療費受給者
証、本人名義の預金通帳、民間企業
の社員証、学生証など

【本人確認書類一覧】

　
そ
の
ほ
か
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
つ

い
て
詳
し
く
は
、
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご

ら
ん
く
だ
さ
い
。

マイナンバー
キャラクター
「マイナちゃん」

※A書類の場合は1点、B書類の場合は2点必要になります。


